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平成 29年 12月 4日 

2017-2018 スケルトン競技 後期 国際競技会派遣選手選考基準 

公益社団法人日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟 
 
 
【選考手続】 

2017 年－2018 年スケルトン競技後期国際競技会への派遣選手は、以下に定める選考基準（以下

「本選考基準」という。）に基づき公益社団法人日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟

（以下「日本連盟」という。）競技委員会が選考し（以下「本選考」という。）、資格選考委員会

の確認及び理事会の承認を経て決定されるものとする。 
 

【選考方針】 
1. 日本代表として十分な活躍が期待でき、日本連盟が「2018 年平昌五輪に向けたスケルトン競技

選手選考計画」において掲げる平昌五輪での目標を達成できる可能性を有する選手又は北京五

輪で活躍が期待される次世代を担う有望な選手を選考することとし、具体的には派遣対象競技

会ごとに以下の方針に従って選考する。 
① WC  平昌五輪での目標（男子 6 位以内、女子 8 位以内）を達成する可能性を有 

する選手 
② ICC  上記の平昌五輪での目標を達成する可能性を有する選手 
③ JrWCH 将来有望なジュニア選手 

 
2. 「日本連盟登録競技者・スタッフ行動規範」を遵守し、日本連盟を代表するに相応しい選手を

選考する。 
 

【派遣対象競技会】 

後期国際競技会とは、国際ボブスレー・スケルトン連盟（以下「国際連盟」という。）の開催す

る 2017 年－2018 年シーズン（以下「今シーズン」という。）の World Cup（以下「WC」という。）、

Intercontinental Cup（以下「ICC」という。）、Europe Cup（以下「EC」という。）、North American 
Cup（以下「NAC」という。）及び Junior World Championships（以下「JrWCH」という。）のう

ち、以下とする。 
① WC   第 6 戦から第 8 戦まで 
② ICC   第 5 戦から第 8 戦まで 
③ JrWCH  全レース 
※ 今シーズンにおける日本の出場枠数は次のとおりである。 

WC（男子 2、女子 2）、ICC（男子 1、女子 1） 
JrWCH（未定） 

※ JrWCH の出場枠数は、今後、国際連盟から公表される予定である。 
 

 
【評価対象競技会】 

本選考における評価対象競技会は次のとおりとする。 
① 今シーズン前期国際競技会 
② 平成 29 年度全日本選手権（平成 29 年 12 月開催予定） 
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【選考基準】 

本選考基準は、派遣対象競技会ごとに以下に記載のとおりとし、本選考基準における用語の意

味は、次のとおりとする。 
・「今シーズン前期国際競技会」： 国際連盟の開催する今シーズンの以下の競技会とする。 

① WC   第 1 戦から第 5 戦まで 
② ICC   第 1 戦から第 4 戦まで 
③ EC   第 1 戦から第 4 戦まで 
④ NAC   第 1 戦から第 6 戦まで 

・「前期リザルト」：  今シーズン前期国際競技会のうち現に当該選手が派遣されたレースの成

績に基づいて、国際連盟の公表するランキングの算定方法と同様の方法

によって算定した、今シーズン前期国際競技会終了時点の順位をいう。 
・「IBSF ランキング」： 今シーズン国際競技会の成績に基づいて、国際連盟が公表するランキン

グをいう。 
・「ジュニア選手」：   平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの間において 23 歳以下

である選手をいう。 
 
1. WC 派遣選考基準 

国際連盟の定める WC 出場資格を満たす選手であって、次の(1)に定める派遣対象選手の中から、

日本の出場枠数に満つるまで、(2)に定める選出順位に従って選出する。 
 

(1) 派遣対象選手 

前期リザルトに基づく「選出順位表」（別紙 1）におけるランク 1～7 に該当する選手 
 

ランク 
1 WC における 1 位～6 位 
2 WC における 7 位～12 位 
3 WC における 13 位～16 位 
4 ICC における 1 位～6 位 
5 WC における 17 位以下 
6 ICC における 7 位～12 位 
7 EC 又は NAC における 1 位～5 位 

 
 

(2) 選出順位 

I. 選出順位表におけるランク 1 及び 2 の選手については、今シーズン前期国際競技会におけ

る WC 前期リザルト順位の上位の選手から順に、他の全ての選手に優先して選出する。 
II. 選出順位表におけるランク 3 及び 4 の選手については、平成 29 年度全日本選手権の成績

上位順に、ランク 5 以下の選手に優先して選出する。 
III. 選出順位表におけるランク 5 から 7 までの選手については、平成 29 年度全日本選手権の

成績上位順に選出する。 
※ Ⅱ及びⅢにおいて、同一の成績の選手が複数いた場合は、平成 29 年度全日本選手権のベ

ストゴールタイムの上位の選手から順に選出する。 
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ランク 選出順位（WC） 
1 WC における 1 位～6 位 他の全ての選手に優先し、前期 WC の成績順

に選出（Ⅰ） 2 WC における 7 位～12 位 
3 WC における 13 位～16 位 ランク 5 以下の選手に優先し、全日本選手権

の成績順に選出（Ⅱ） 4 ICC における 1 位～6 位 
5 WC における 17 位以下 

全日本選手権の成績順に選出（Ⅲ） 
6 ICC における 7 位～12 位 

7 
EC 又は NAC における 1
位～5 位 

 
2. ICC 派遣選考基準 

国際連盟の定める ICC 出場資格を満たす選手であって、次の(1)に定める派遣対象選手の中から、

日本の出場枠数に満つるまで、(2)に定める選出順位に従って選出する。 
 

(1) 派遣対象選手 

I. 前期リザルトに基づく選出順位表におけるランク 1～7 に該当し、かつ、今シーズン後期

において WC への派遣選手に選出されていない選手 
 

ランク 
1 WC における 1 位～6 位 
2 WC における 7 位～12 位 
3 WC における 13 位～16 位 
4 ICC における 1 位～6 位 
5 WC における 17 位以下 
6 ICC における 7 位～12 位 
7 EC 又は NAC における 1 位～5 位 

 
II. 前期リザルトに基づく選出順位表におけるランク 8 以下であるが、平成 29 年度全日本選

手権において男子 2 位以上、女子 1 位の成績を有している選手 
 

(2) 選出順位 

I. 選出順位表におけるランク 1・2 の選手については、今シーズンにおける WC 前期リザル

ト順位の上位の選手から、他の全ての選手に優先して選出する。 
II. 選出順位表におけるランク 3・4 の選手については、平成 29 年度全日本選手権の成績上位

順に、ランク 5 以下の選手に優先して選出する。 
III. 選出順位表におけるランク 5 から 7 までの選手については、平氏 29 年度全日本選手権の

成績上位順に、ランク 8 以下の選手に優先して選出する。 
IV. 選出順位表におけるランク 8 以下の選手については、平成 29 年度全日本選手権の成績上

位順に選出する。 
 
※ Ⅱ～Ⅳにおいて、同一の成績の選手が複数いた場合は、平成 29 年度全日本選手権のベス

トゴールタイムの上位の選手から順に選出する。 
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ランク 選出順位（ICC） 
1 WC における 1 位～6 位 他の全ての選手に優先し、前期 WC の成績順

に選出（Ⅰ） 2 WC における 7 位～12 位 
3 WCにおける 13位～16位 ランク 5 以下の選手に優先し、全日本選手権

の成績順に選出（Ⅱ） 4 ICC における 1 位～6 位 
5 WC における 17 位以下 

ランク 8 以下の選手に優先し、全日本選手権

の成績順に選出（Ⅲ） 
6 ICC における 7 位～12 位 

7 
EC 又は NAC における 1
位～5 位 

8 ICC における 13 位以下 

全日本選手権の成績順に選出（Ⅳ） 

9 
EC 又は NAC における 6
位～10 位 

10 
EC 又は NAC における 11
位以下 

11 
国内競技会等の成績のみ

を有する選手 
 

3. JrWCH 派遣選考基準 
国際連盟の定める JrWCH 出場資格を満たし、かつ、IBSF ランキングを有しているジュニア選

手の中から、当該時点の IBSF ランキングの最も上位の選手（男女各 1 名ずつ）を選出する。 
 ※ ただし、予算の都合により、さらに次順位の選手（国際連盟派遣枠内で選考する）を派遣対

象選手として選出する可能性がある。 
 

【派遣に関する制限】 

本選考基準に則り選出された選手であっても、以下の場合には、国際競技会への派遣が制限さ

れ又は取り消される。 
I. 国際連盟による各派遣対象競技会の出場資格を満たさない場合 
II. 病気又は怪我により競技に著しく支障があると認められる場合 
III. ジュニア選手の派遣において、日本連盟の認める日本人コーチの帯同ができないなど、安

全性が確保できないと日本連盟が認める場合 
IV. ジュニア選手以外の選手の派遣において、日本連盟の認める日本人コーチ又は国際連盟の

派遣するコーチのいずれの帯同も確保できない場合 
 

【後期国際競技会派遣に関する費用】 

費用については、別紙 2に従う。 



5 
 

別紙 1 

選出順位表 

 
 
「ランク」欄における国際競技会の順位は、前期リザルトの順位をいう。 

 
ランク 費用区分 

1 WC における 1 位～6 位 A 
2 WC における 7 位～12 位 B 
3 WC における 13 位～16 位 C 
4 ICC における 1 位～6 位 C 
5 WC における 17 位以下 C 
6 ICC における 7 位～12 位 C 
7 EC 又は NAC における 1 位～5 位 C 
8 ICC における 13 位以下 D 
9 EC 又は NAC における 6 位～10 位 D 
10 EC 又は NAC における 11 位以下 D 
11 国内競技会等の成績のみを有する選手 D 

以上 
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別紙 2 

後期国際競技会派遣に伴う費用の負担について 

 
 

後期国際競技会派遣に伴う費用については、後期選考時点における選出順位表（別紙 1）の各

ランクに応じた費用区分（A～D）に従い、日本連盟がその費用の一部又は全部を負担する。 
 

① A 又は B に該当する選手について 
派遣対象競技会エントリー費、渡航費を含む交通費（レンタカー費を含む）、宿泊費、保険料、

滑走練習費、トレーニングジム使用費、遠征中の栄養費（食費）及び雑費 
 

② C に該当する選手について 
渡航費のみを日本連盟が負担する。 
ただし、ジュニア選手については、渡航費及び宿泊費を日本連盟が負担する。 
 

③ D に該当する選手について 
全額について選手の自己負担とする。 
ただし、ジュニア選手については、渡航費及び宿泊費を日本連盟が負担する。 
 

※ いずれの選手についても、日本連盟の今シーズンの予算に応じて、さらに支援する場合があ

る。 
 

以上 
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